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○設置目的
情報統括本部は、2007年（平成19年）、全学的な情報基盤

の整備、情報技術を用いた教育・研究及び大学運営に関わる
業務の総合的な支援を行うため設置されました。

サイバーセキュリティセンターは、2014年（平成26年）
12月に、九州大学におけるサイバーセキュリティに関する教
育・研究・その他全ての活動を一元化し、強化するために設
置されました。

○組織図
情報統括本部は、「情報基盤研究開発センター」、「情報シ

ステム部」並びにこれらの組織を中心に学内部局との連携で
設置される「情報環境整備推進室」及び「サイバーセキュリ
ティセンター」の４つの組織を中心として、全学体制で構成さ
れています。（ページ下部「情報統括本部組織構成図」）

○業務概要
主な業務概要については、大項目「情報サービス」の頁をご

参照ください。

（１）全学的視野で学内情報通信環境の高度化と利便性の向上
を図り、学生・職員にとって安全で快適な情報基盤と、教育・
研究・診療・業務を支援する情報環境を提供しています。

次の事業活動を通じて学内における情報環境整備を推進
しています。

・ネットワーク事業
・認証基盤事業
・教育基盤事業
・学務教務支援事業
・ソフトウェア事業
・図書館連携事業
・広報事業
・九大CSIRT
・情報共有基盤事業（全学メール・Microsoft 365）
・ISMS運用事業
・情報セキュリティ対策基本計画事業

（２）我が国の学術情報基盤整備の一翼を担うとともに、地域
の拠点大学として域内情報基盤の整備及び利活用の中心
的、指導的役割を担っています。

また、情報基盤研究開発センターの有する国内有数の計
算能力、ネットワークを活用し、全国共同利用ユーザへの
サービスを行うとともに、さらに共同利用・共同研究拠点
として最先端研究を遂行しています。

次の事業活動を通じて全国共同利用・共同研究の情報環
境整備を推進しています。
・HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）事業

（３）サイバーセキュリティセンターは、全学生に対する教育、
専門的な教育、スペシャリスト育成のための教育を行いま
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す。
全学生に対する教育は、情報倫理、法律、プライバシー、事

例、機器設定などに関する基礎的な内容を扱い、今後、サイ
バー空間で生活していくうえで、自らが不利益を被ったり、
他人に迷惑をかけない卒業生を社会に輩出します。専門教
育では、各学部の専門で必要となる個別のサイバーセキュ
リティの項目を抽出した教育プログラムを開発し、色々な
分野の専門家がそれぞれ自分に必要なサイバーセキュリ
ティについて学べるようにします。サイバーセキュリティ
のスペシャリスト教育は、高度な技術を扱う講義やサイ
バー演習を通じて、サイバーセキュリティの分野で即戦力
的に働ける人材を育てます。

★もっと詳しく知るには

情報統括本部ホームページ
https://iii.kyushu-u.ac.jp

サイバーセキュリティセンターホームページ
https://cs.kyushu-u.ac.jp

◆お問い合わせ先

情報統括本部
・情報システム部情報企画課
	 企画・総務グループ� 092-802-2614
	 � 内線:90-2614

ogssyomu＠jimu.kyushu-u.ac.jp
　（情報企画・総務・財務全般に関すること）
・情報システム部情報企画課
	 事務ICT支援グループ� 092-802-2620
	 � 内線:90-2620

e-office＠jimu.kyushu-u.ac.jp
　（事務用LAN、業務用システムに関すること）
・情報システム部情報基盤課	 � 092-802-2682
	 � 内線:90-2682

　�（ネットワーク、全学基本メール、キャンパスライセンス、全学
共通ICカード、教育学習環境支援サービス、教育・研究支援サー
ビス、遠隔講義・会議システム、認証に関するサービス等の提
供に関すること）

よろず相談窓口　help@iii.kyushu-u.ac.jp	 � 092-802-2682
	 � 内線:90-2682
　（情報統括本部のサービス全般に関すること）
	 サイバーセキュリティセンター	 � 092-802-2661
	 � 内線:90-2661

cs-staff@cs.kyushu-u.ac.jp

インスティテューショナル・リサーチ室（IR室）
IR室は、大学運営の基盤となる情報の調査・収集・分析お

よび提供により、九州大学の意思決定を支援するため、旧大学
評価情報室を発展的に改組し、平成28年4月に設置されまし
た。〔※IR（Institutional Research）とは、データを収集・
分析し、大学の意思決定を支援することです。〕

IR室では、学内外のIR情報の収集・整理・分析を通じて大
学の強み弱みを的確に把握し、課題解決に向けた方策を企画・
立案する総長・執行部に対して、エビデンスに基づいた改革
改善の支援を行い、大学全体の高度化・機能強化に繋げるこ
とをミッションとしています。

○IR室Webサイト
総長・執行部に対して大学運営に必要な情報を提供する仕

組みとして「IR室WEBサイト」を構築し、ステークホルダー毎
にコンテンツの整理を行い、レピュテーションマネジメント
推進の一環として、教職員（平成29年7月）及び学外（平成29
年10月）にも公開しています。本学の現状の把握、各種業務
へ積極的にご活用ください。
【URL】https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp
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○IRデータリスト
総長・執行部に対して迅速かつ効率的にデータや分析結果

を提供することを目的として、学内に散在する「保有IR情報」
の収集・精査を行い、IR情報の管理部署やデータ定義を一覧
表示した「IRデータリスト」を作成しております。どこの部署
が、どのような内容、期間のデータを保有しているかを把握す
ることができますので、各種業務において有効活用ください。

＜IR室Webサイトへ教職員限定公開（※下記参照）＞

○KYUSHU UNIVERSITY FACT BOOK
大学全体や各部局等の現状を把握し、総長・執行部をはじ

めとした各ステークホルダーに対して、本学の現状を分かり
やすく伝えることを目的として、IR室で収集したオープン
データを中心に、経年比較によるグラフ表示等を用いて作成
しています。また、2019年より見たい情報のみを選択し、
ニ ー ズ に 応 じ て グ ラ フ を 変 化 さ せ る こ と の で き る

「Interactive FACT BOOK」をIR室Webサイトで公開して
います。Interactive FACT BOOKでは、データを随時更新
して最新の状態のものが見られるようにしています。

＜IR室Webサイトへ学外公開（※下記参照）＞

○�研究分析ツール「SciVal」、研究者プロファイリング  
ツール「Pure」
IR室では、国内外における研究者自身の研究分野の動向や

研究力の把握、それらの可視化、さらには、研究成果の発信を
行うことによって、本学の国際競争力の向上、研究面での機能
強化を目的として、両ツールを導入しています。

★もっと詳しく知るには

・IR室Webサイト
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/

　＊�IRデータリスト：データ・情報＞教職員限定＞教職員限定データ・
情報＞IRデータリスト

　＊�KYUSHU UNIVERSITY FACT BOOK：データ・情報＞一般公開デー
タ・情報＞FACT BOOK（IRデータ集）

・研究分析ツール「SciVal」：IR関連システム＞SciVal
https://www.scival.com/home

　＊�SciValマニュアル等：
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/data-info/teacher/teacher/
scivalmanual

・研究者プロファイリングツール「Pure」
　�【アドミンサイト（教員限定）】※個人プロファイルの管理用サ
イト：IR関連システム＞Pure
https://kyushu-u.pure.elsevier.com/admin/login.xhtml

　�【ポータルサイト（学外公開）】※研究業績公開用のサイト：IR
関連システム＞

　Pure（Portal サイト）
https://kyushu-u.pure.elsevier.com

　＊Pureマニュアル等：
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/data-info/teacher/teacher/
puremanual

◆お問い合わせ先

・九州大学インスティテューショナル・リサーチ室（IR室）
	 � 電話　092-802-2145
	 � （内線：伊都90-2145,7270）
	 メール　kikir@jimu.kyushu-u.c.jp

コンプライアンス違反通報窓口
本学では、国立大学法人法又は他の法令若しくは本学の規

則等に違反する事実についての学内外からの通報を受付ける
窓口を設置しています。

○通報窓口
九州大学法務・コンプライアンス課
〒 819-0395 福岡市西区元岡744
ＴＥＬ　092-802-6648
　　　　内線:90-6648
E-mail：tuho＠jimu.kyushu-u.ac.jp

○外部通報窓口
下記URLのホームページをご参照ください。
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/contact/compliance

○通報に当たっての留意事項
・原則として顕名によること。なお、通報者は、悪意に基づく

通報であると認定されない限り、単に通報したことを理由に
不利益な取扱いを受けることはありません。

・通報するに足りる合理的な理由又は根拠を示してください。
・通報は、その内容に応じて、コンプライアンス違反事案に係

る事務を主管している部署に取り次ぎ、又は必要な情報を教
示します。

・通報者は、調査に対し、誠実に協力してください。
・悪意に基づく通報であると認定された場合には、処分などの

必要な措置を講じることがあります。

○その他の通報窓口
次に関する相談・通報はそれぞれの窓口で対応します。
・ハラスメント相談・苦情申し立て

https://www.kyushu-u.ac.jp/f/41716/ハラスメントの苦情相談・苦情申
立等の流れ_R011101.pdf

・研究不正申立窓口
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/40751/renraku_201001.pdf

・研究費の不正使用に関わる通報窓口
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/contact/compliance

・学位審査に関する通報窓口
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/contact/gakuituho/

・学生なんでも相談窓口
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/contact/consultation/

★もっと詳しく知るには

・国立大学法人九州大学コンプライアンス違反通報窓口運用規程
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/
rulebook/pdf/439/1/2014kitei154.pdf

https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/
https://www.scival.com/home
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/data-info/teacher/teacher/scivalmanual
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/data-info/teacher/teacher/scivalmanual
https://kyushu-u.pure.elsevier.com/admin/login.xhtml
https://kyushu-u.pure.elsevier.com
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/data-info/teacher/teacher/puremanual
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/data-info/teacher/teacher/puremanual
mailto:kikir%40jimu.kyushu-u.c.jp?subject=
mailto:tuho%EF%BC%A0jimu.kyushu-u.ac.jp?subject=
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/contact/compliance
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/41716/ハラスメントの苦情相談・苦情申立等の流れ_R011101.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/41716/ハラスメントの苦情相談・苦情申立等の流れ_R011101.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/40751/renraku_201001.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/contact/compliance
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/contact/gakuituho/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/contact/consultation/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/439/1/2014kitei154.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/439/1/2014kitei154.pdf
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◆お問い合わせ先

・コンプライアンス違反通報窓口について
	 法務・コンプライアンス課	 � 092-802-6648
	 � 内線:90-6648

大学評価
「大学評価」とは、教育研究水準の維持向上のため、大学の活

動状況を評価し改善していく仕組みです。
国立大学法人である本学は、文部科学省に置かれた国立大

学法人評価委員会による「国立大学法人評価」（以下、「法人
評価」）と、文部科学大臣の認証を受けた機関による「認証評
価」を受審することが法律で義務付けられています。

○国立大学法人評価
国立大学法人評価委員会は、中期目標期間の4年目終了時

及び中期目標期間（6年間）終了時に、各国立大学法人の中期
目標・中期計画に記載された事項の実施状況を検証し、達成
状況を評価します。但し、教育・研究に関する事項については、
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にその評価の実施
を要請し、その結果を尊重することとされています。
「国立大学法人評価」の結果は、次期6年間の運営費交付金

の算定へ反映されます。

１�　第3期（平成28 ～令和3年度）の九州大学の4年目終了時
評価結果

（判定は5段階）
①教育 ― ――――――― 【3】順調に進んでいる
②研究 ― ――――――― 【5】特筆すべき進捗状況にある
③社会連携、国際化等 ―― 【4】計画以上の進捗状況にある
④その他の目標 ― ――― 【3】順調に進んでいる

○認証評価
学校教育法により、全ての大学（国・公・私立大学）は、教育

研究の質の保証を目的として、当該大学の教育及び研究、組織
運営及び施設設備の総合的な状況について、文部科学大臣の
認証を受けた者（認証評価機関）により、一定期間毎に、各認証
評価機関が定めた評価基準に基づく評価を受けることが義務
付けられています。
「認証評価」には、大学全体を対象とする「大学機関別認証評

価」（受審期間：7年以内毎）と専門職大学院を対象とする「専
門職大学院認証評価」（受審期間：5年以内毎）があります。

なお、本学は平成26年度に2回目となる「大学機関別認証評
価」を受審し、「大学評価基準を満たしている」との評価を受
けました。

本学の評価結果
（受審年度：受審機関）

大学機関別認証評価　――「大学評価基準を満たしている」
� （平成26年度：（独）大学評価・学位授与機構）

法科大学院　――「評価基準に適合している」
� （平成30年度：（独）大学改革支援・学位授与機構）
経済学府産業マネジメント専攻
　―――――――「評価基準に適合している」
� （平成30年度：（公財）大学基準協会）
医学系学府医療経営・管理学専攻
　―――――――「評価基準に適合している」
� （平成30年度：（公財）大学基準協会）
人間環境学府実践臨床心理学専攻
　―――――――「評価基準に適合している」
� （令和元年度：（公財）日本臨床心理士資格認定協会）

★もっと詳しく知るには

・九州大学インスティテューショナル・リサーチ室
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp

◆お問い合わせ先

企画部企画課評価係	� 092-802-2176
	 � 内線:90-2176

将来構想の共創・協働制度
●概要

将来構想の共創・協働制度は、大学執行部と部局執行部の
対話により、将来構想を共創して構想の実現に資する中期目
標等を策定し、確実に実施することで大学・部局の機能強化
を図ることを目的とした制度です。

○制度の仕組み
⑴実施方法及び実施時期中期目標・中期計画期間の6年度間

のうち、
1 ～ 4年目：フォローアップ［毎年8月～ 9月頃］
中期目標・中期計画等で掲げた部局の将来構想の実現に資
する取組の状況や、主要な全学方針等に対する対応状況、現
状における課題、将来構想を踏まえた組織見直し等につい
て意見交換

5年目：次期中期目標等に向けた精査（重要課題と対応方
針等の設定）［11月以降］
当期の取組状況を踏まえ、次期中期目標・中期計画におい
て部局の将来構想の実現に向けて取り組むべき重要課題と
その対応方針等について意見交換

6年目：次期中期目標等の原案作成［11月～ 12月頃］
大学の次期中期目標等の素案及び５年目の精査結果を踏ま
えて、部局で策定した次期中期目標等の原案について意見
交換

⑵対象部局
①�中期目標・中期計画の策定を義務付ける部局（原則、毎年

度意見交換）

https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp
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学部、学府、研究院、基幹教育院、共同利用・共同研究拠点、
国際研究所、病院、研究教育機構、情報統括本部、学術研究・
産学官連携推進本部、教育改革推進本部

②�中期目標・中期計画の策定を義務付ける部局のうち、上
記①以外（必要に応じて意見交換）

高等研究院、附属図書館

③�中期目標・中期計画の策定は任意である部局のうち、専
任教員等※が配置されている部局

（�原則、5年目と6年目に意見交換、必要に応じフォローアッ
プ）
学内共同教育研究センター等

※部局ポイントによる専任教員、全学管理人員、大学改革活
性化制度による措置教員

◆お問い合わせ先

企画部企画課	 � 092-802-2179
	 � 内線:90-2179

大学改革活性化制度
大学改革活性化制度は、永続性のある人事好循環を生み出

し、大学や部局の活性化を図ることを目的に、大学や部局の将
来構想の実現に向け、多様で秀逸な研究者（若手・女性・外国
人）の確保により、教育研究活動の更なる強化・向上を図る計
画に対し、厳正な審査を行い、新たな教員の雇用に必要な人事
ポイントを一定期間措置する制度です。

○制度の仕組み
各部局（共創学部、カーボンニュートラル・エネルギー国際

研究所、病院、附属図書館、エネルギー研究教育機構、アジア・
オセアニア研究教育機構、学内共同教育研究センター、学術研
究・産学官連携本部、教育改革推進本部及びデータ駆動イノ
ベーション推進本部を除く。）の人事ポイントの一部と学内資
源の最適化により、新たな教員の雇用に必要な原資を確保し
て、申請のあった改革計画を執行部を中心とする審査体制で
審査し、その結果も踏まえて総長が人事ポイント・経費を配
分する優先度の高い改革計画を決定します。

＜申請区分＞
・全学改革推進枠（毎年度募集）
総長が定める重点事項又は学問分野に関するもので、組織
整備（新設、改組、再編等）に関する計画や多様で秀逸な研究
者の確保により部局の教育研究活動の維持・活性化を図る
計画が対象
・部局改革推進枠（隔年度募集）
多様で秀逸な研究者の確保により部局の教育研究活動の維
持・活性化を図る計画が対象

＜審査の際の評価項目＞
（1）将来構想

大学や部局の将来構想や達成に向けた計画の明確さ、組織
の強み・弱み分析に基づき改革計画の立案・決定がなされ
ているかなどの観点から審査が行われます。

（2）人事に関する基本的事項
全体の教員配置の計画性、（1）の将来構想や「九州大学教
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員人事の基本方針」に掲げる若手・女性・外国人研究者の
積極的な採用などを踏まえた人事がどのように実行されて
いるかなどの観点から審査が行われます。

（3）部局ポイントによる教員（教員Ｂ）の人事計画
部局で雇用した教員Bの教育研究分野・領域等を決定した
理由、当該教員が秀逸な研究者であると判断した根拠など
の観点から審査が行われます。

（4）ポイントの配分により雇用される教員（教員K）の人事計画
大学改革活性化制度で雇用する教員Kの教育研究分野・領
域等を決定した理由、教員Kの募集・選考の方法、秀逸な研
究者の応募が見込まれるか、配置による効果などの観点か
ら審査が行われます。

（5）育成・支援による効果
秀逸な研究者に関する育成・支援の計画とその効果などの
観点から審査が行われます。

★もっと詳しく知るには

九州大学ＨＰ（教職員/学生限定>企画）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/plan/kasseika

　上記ＵＲＬに下記の情報が掲載されています。
　・九州大学大学改革活性化制度取扱要項
　・大学改革活性化制度審査実施要領

◆お問い合わせ先

企画部企画課企画係	� 092-802-2179
	 � 内線:90-2179

教員活動評価
九州大学には、教員の教育研究活動を評価する教員活動評

価制度があり、「九州大学教員活動評価の実施について（基本
方針）」（平成18年3月17日総長裁定）に基づき実施されてい
ます。対象は、全ての常勤の教員です。評価は、部局を単位と
して3年ごとに実施され、評価分野は、「教育」、「研究」、「国
際交流」、「社会連携」及び「管理運営」の5分野となっていま
す。この制度は、平成20年度に正式に開始され、平成23年度
の初回の評価、平成26年度の第２回目の評価、平成30年度の
第３回目の評価に続き、令和３年度に第４回目の評価が行わ
れました。第５回目は令和６年度に実施される予定です。

教員活動評価の目的は主に次の2つです。
①�教員が自己評価を通じて、自らの教育研究活動等の現状

を把握し、改善向上の手掛かりとすること。
②�部局長は部局内の教育研究等の状況を全体的に把握し、

それを将来構想の検討や教員の支援等に活用すること。
教員活動評価を効率的に実施するため、計画書等書類の作

成・保管など部局での評価作業を支援する「教員活動進捗・
報告システム」（通称：Q-RADeRS）を構築しています。詳
細は18ページを参照

詳細はこちらを参照➡
↑P18へ飛ばす！

○大学改革活性化制度概念図

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/plan/kasseika
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○実施スケジュール
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★もっと詳しく知るには

・九州大学 教員活動進捗・報告システム
　（Q-RADeRS）

https://hyoka-lab.ir.kyushu-u.ac.jp/

・九州大学 インスティテューショナル・リサーチ室
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp

◆お問い合わせ先

企画部企画課評価係	� 092-802-2176
	 � 内線:90-2176

教員活動進捗・報告システム（Q-RADeRS）
及び九州大学研究者情報

九州大学では教育研究水準の向上と社会的使命を果たすた
め、本学における教育研究活動等の状況について、教員自らが
点検及び評価を行っています。その結果を公表するための仕
組みとして、九州大学は「教員活動進捗・報告システム」（通称：
Q-RADeRS（ キ ュ ー レ ー ダ ー ズ ）（Kyushu University 
Researcher's Activity Developments&amp; Reports 
System））と「九州大学研究者情報」を運用しています。また、
Q-RADeRSは教員の負担軽減を図るため、学内外のシステム
と連携しています。

○目的
「Q-RADeRS」は九州大学の教員データベースで、「計画管

理機能」と「業績管理機能」により構成されています。このシ
ステムの目的は、九州大学における教育研究水準の向上とそ
の社会的使命を達成するために、教育研究活動等の状況を教
員自ら点検及び評価を行うことにあります。具体的には、（１）
大学経営や将来計画に関する基礎資料を収集、（２）自己点検・
評価および第三者評価への基礎資料、（３）教員が毎年度提出
する「年度活動報告書」への活用、（４）国際交流や社会貢献推
進のための情報公開への活用、（５）学内外からの教育研究活
動に関する調査への対応、の5つの目的を掲げています。

「九州大学研究者情報」は、情報公開を行うために構築され
たウェブサイトです。Q-RADeRSの情報項目のうち、必須公
開と選択公開とされたデータをシステムから抽出し情報公開
を行っています。

こうした目的のために、各教員に教育研究活動の情報を入
力していただいています。

○構成と特徴
Q-RADeRSには、大きく分けて7つの項目（教員基礎情報、

教育、研究、社会貢献・国際連携、学内運営、研究資金、病院臨
床）があります。このうち、研究の情報を中心に、教員ごとの
ウェブページに装丁したものを研究者情報で情報公開してい
ます。また、研究者情報には、次のような特徴があります。

◆月平均20万人以上のインターネットユーザにアクセス
されています。

◆学術論文や作品などの公開・保存を一元管理する「学術
情報リポジトリ（QIR）」や世界最大級の学術文献データ
ベースScopusをデータソースとした研究業績を集約す
る「研究者プロファイリングツール（Pure）」との連携に
より、研究成果の効果的な情報発信ができます。

◆海外からのアクセスが約過半数を占める「Pure（ポータ
ルサイト）」にも相互リンクを設定しているため、国内だ
けではなく、海外からも多くのアクセスが期待できます。

◆ ご 自 身 の ペ ー ジ へ の ア ク セ ス 状 況 は、Q-RADeRS
（https://hyoka-lab.ir.kyushu-u.ac.jp/）から閲覧するこ
とが可能です。

○システムの運営体制について
システムの基本的事項および専門的事項の調査検討は大学

評価委員会で審議されています。システムの運用はインス
ティテューショナル・リサーチ室が行っています。各教員に
よるデータ入力は、学内・学外の両方から可能で、学内外のシ
ステムとのデータ連携による一括入力など、入力負荷軽減機
能も備えています。

https://hyoka-lab.ir.kyushu-u.ac.jp/
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp
https://hyoka-lab.ir.kyushu-u.ac.jp/
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★もっと詳しく知るには

・九州大学 インスティテューショナル・リサーチ室
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp

・Q-RADeRS（学内／学外アクセス共通）
https://hyoka-lab.ir.kyushu-u.ac.jp/

　�（学外アクセス時は全学共通ID（SSO-KID）、パスワード（第一
暗証）に加え、マトリクスパスワードによる認証（第二暗証）が
必要）

・九州大学 研究者情報
https://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/

◆お問い合わせ先

九州大学　インスティテューショナル・リサーチ室
	 � 電話　092-802-2145
	 � 内線：90-7027
　メール　kikir@jimu.kyushu-u.ac.jp

教育情報の公表
学校教育法施行規則の一部改正（平成23年4月1日施行）に

より、公表を行う必要がある教育情報の項目が明確化されま
した。この改正の趣旨は、大学が公的な教育機関として、社会
に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上さ
せる観点から、公表すべき情報を法令上明確にし、教育情報の
一層の公表を促進することです。

○公表を行う教育情報について
大学が公表すべきとされている項目は次のとおりです。

（学校教育法施行規則第172条の2第1項）
（１）大学の教育研究上の目的に関すること。
（２）教育研究上の基本組織に関すること。
（３）教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業

績に関すること。
（４）入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及

び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進
学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関す
ること。

（５）授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計
画に関すること。

（６）学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当
たっての基準に関すること。

（７）校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究
環境に関すること。

（８）授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関する
こと。

（９）大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に
係る支援に関すること。

　（学校教育法施行規則第2条の2第3項）
大学院設置基準第14条の２第2項に規定する学位論文に係

る評価にあたっての基準についての情報
九州大学では、これらの項目を九州大学概要（年1回刊行）

やウェブサイト（下記URL）で公表することとしています。

また、上記の他にも大学は、教育上の目的に応じ学生が修得
すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努
めるものとすることとされています。（学校教育法施行規則
第172条の2第2項）

★もっと詳しく知るには

・教育情報（九州大学ウェブサイト）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/education/

◆お問い合わせ先

・学務部学務企画課企画調査係	 � 092-802-5912
	 � 内線:90-5912

gakikaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

FD（ファカルティディベロップメント）
ＦＤが注目される背景と高等教育政策
「求められる大学教育の改善とどう向き合うか」、ＦＤは、そ

のための回答の一つと言えます。少子化や進学率の上昇、高
等教育の国際市場化などの社会の変化により、大学教育の改
善、教育の質保証のための積極的なアクションが必要になっ
ています。
「教育の質保証」は、最終的には輩出した学生の質というこ

とになりますが、その成果は非常に測りにくいものです。よっ
て、教育のプロセスや大学の教育能力も教育の質保証の重要
なファクターであり、また、教育の改善活動の推進は、大学の
自己改善能力とＰＤＣＡサイクル稼働の重要な証左にもなり
ます。

特に90年代以降の教養部廃止の流れの中で、多くの大学で
大学教育開発関連のセンターが設置され、ＦＤの実施を担当
するようになっていました。しかし、第三者評価が義務化さ
れた後も、必ずしも大学教育の大きな改善はまだまだ進んで
いない現状があります。

1998年：大学審議会答申※（1999年に省令で努力義務）
2003年度：専門職大学院設置基準（実施義務）
2007年度：大学院設置基準（実施義務）
2008年度：大学設置基準（実施義務）

※21世紀の大学像と今後の改革方策について－競争的
環境の中で個性が輝く大学－（答申）

そこで、国の政策面からも、ＦＤは、紹介や推奨の段階を過
ぎ、設置基準上も実施が義務付けられるようになりました。
ここでいう義務とは、教員個人が必ずＦＤ活動に参加しなけ
ればならないということではなく、機関としての大学組織が
実施する義務を負っているという意味です。

ＦＤの分類と特徴
大学設置基準には、「大学は、当該大学の授業の内容及び方

法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するもの
とする。」（第二十五条の三）とあり、この部分が、設置基準に
記されたＦＤに関係する唯一の記述と思われます。しかし、

https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp
https://hyoka-lab.ir.kyushu-u.ac.jp/
https://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/
mailto:kikir%40jimu.kyushu-u.ac.jp?subject=
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/education/
mailto:gakikaku%40jimu.kyushu-u.ac.jp?subject=
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ＦＤという語が指す意味の範囲は、一般的にもっと広く捉え
られており、大学が教育・学習効果を高めるために組織的に
行う様々な取組という具合に、多少曖昧に理解しておいてよ
いでしょう。

そのような多様な取組を、①教員の教育（授業及び指導）能
力の向上のための取組＜ＩＤ＞、②カリキュラム（教育課程）
の開発（改善）のための取組＜ＣＤ＞、③教育効果を高める組
織の開発（改善）のための取組＜ＯＤ＞、と3つに分類する方
法があります。

ＩＤは、設置基準が指す内容のもので、授業や指導法の改善
を目指した取組で狭義のＦＤと言えるでしょう。ＣＤは、カ
リキュラムなど組織的な教育に関するもので、例えば、ＧＰ採
択にいたるまでの部局内の活動は、まさにＣＤの一つと言え
るでしょう。ＯＤは、組織そのものに関することで、学府・研
究院制度を活用した新たな教育組織の創出は、ＯＤの典型で
しょう。

Instructional Development：
教員の教育（授業及び指導）能力
の向上

授業評価、授業参観、教材、シラバ
ス、ＩＴ、ティーチング技法 等

Curriculum Development：カ
リキュラム（教育課程）の開発（改
善）

初年次教育、キャリア教育、コー
スワーク、プログラム開発 等

Organizational Development：
教育効果を高める組織の開発（改
善）

学部・専攻等の設置・改組、大学
教育センター、講座制 等

Professional Development：
教員のキャリア構築

初任者、教員評価、研究倫理、研究
費、知的財産、ハラスメント

また別の視点から、教員のキャリア形成を支援する＜ＰＤ＞
も広義のＦＤとして理解することができます。

全学の体制・取組
［全学ＦＤ］
教育改革推進本部では、学修者本位の教育を推進する全学

指針として平成30年度に「九州大学教学マネジメント枠組
み」を策定し、この方針にそって、各学部・学府における教育
の高度化を支援する環境整備を行うとともに、教育改善を図
るためのFDを組織的に実施しています。

部局の取組
各学部・学府並びにセンター等の部局において、ＦＤや教

務関係の委員を中心に独自の課題に関するＦＤが行われてい
ます。開催回数は、部局により異なり、年に数回、月に1回な
ど様々です。

ＦＤの形式は、外部の講師を招いた研修会形式、もしくは授
業評価やアンケートの分析など部局内の検討会形式など、部
局の課題やＦＤの目的に応じて多様な形式が取られていま
す。

★もっと詳しく知るには

・ＦＤのホームページ
https://ueii.kyushu-u.ac.jp/

◆お問い合わせ先

学務部学務企画課	 � Tel　092-802-5912
	 � 内線:90-5912
	 e-mail　gakikaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

広報活動
本学は、Webサイトや印刷物・プレスリリース等を通じて、

日々膨大な量の情報を発信しています。また、これらの情報
の発信者が九州大学であることが一目でわかるように、視覚
的に一貫性のあるブランドイメージを与えるため、シンボル
ロゴ、名刺やプレスリリースの様式等を統一して、日々の情報
発信に使用しています。

メディアへの情報発信（プレスリリース・会見）
広報室では、九州大学記者クラブ（15社）などマスコミ各

社に対して、主に下記の方法で情報提供を行っています。プ
レスリリースを検討されている場合や報道に関するご質問等
がありましたら、広報対応ガイドラインをご覧の上、早めに広
報室までご連絡ください。

広報対応ガイドライン、プレスリリースの方法やこれまで
のプレスリリースの内容は九州大学Webサイトでご確認く
ださい。

・九州大学広報対応ガイドライン（教職員限定）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/
kohoguidline/

・メディアへの情報発信について（プレスリリース・会見）（教
職員限定）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/
pressrelease/

1．定例記者会見
原則、8月を除く毎月１回、総長及び関係理事出席のもと、

広報担当理事の司会進行により定例記者会見を開催していま
す。九州大学の新しい取組、社会の関心が特に高い研究発表、
学生の取組、各種イベント等、毎月異なる事項２、３テーマを、
メディアを通じて一般の方にも理解頂けるようわかりやすく
発信しています。また、記者からのさまざまな質問等に答え
る機会でもあります。

2．プレスリリース
随時、E-mailにより、九州大学記者クラブへのプレスリリー

スを行っています。
（�例：九州大学の新しい取組、研究成果発表、各種イベント

の開催、入試情報、新部局長等の決定通知、訃報通知 など）

3．記者説明会
記者からの質問が多数あると想定される場合やE-mailのみ

では正確な情報が伝わらない恐れがある事案等については、
随時、臨時の記者会見や記者説明会（オンライン対応可）を

https://ueii.kyushu-u.ac.jp/
mailto:gakikaku%40jimu.kyushu-u.ac.jp?subject=
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/kohoguidline/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/kohoguidline/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/pressrelease/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/pressrelease/
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行っています。
（例：研究成果発表、協定締結、各種式典、事件・事故 など）

【研究成果に関する記者説明会】
研究成果に関するプレスリリースは、社会的関心が高

く、記者の注目度も高いものです。
その内容について記者に十分に把握いただくために

も、必要に応じ記者説明会を開催してプレゼンテーショ
ンを行なっていただくことをお願いしています。せっか
くの素晴らしい研究成果であっても、記者がその内容を
把握できなければ、なかなか報道につながりませんので、
専門的な表現を避け、可能な限りわかりやすい説明をお
願いします。

なお、研究成果に関する記者説明会についてはオンラ
イン開催も可能です。

※英語の研究成果発信について
英文原稿に関しては、サイエンスコミュニケーターによ

る英語での海外研究成果発信ポータル（EurekAlert!）また
は九州大学ウェブサイト（英語版）への記事作成を行って
います。

Webサイトによる情報発信
Webサ イ ト に は「News（ ト ピ ッ ク ス・ 研 究 成 果 ）」、

「Events」、「Notices（お知らせ）」の3つの掲載場所があり
ます。

掲載にあたってはWebサイトでご確認ください。
また、各部局・プロジェクト等ごとにWebサイトを作成さ

れる際は、ぜひWebサイト作成ガイドラインをご参照くださ
い。

・Webサイトへの掲載手続きについて（教職員限定）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/keisai/

・Webサイト作成ガイドライン（教職員限定）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/website_
guidelines

ＵＩ（ユニバーシティ ･アイデンティティ）
ＵＩとは、ユニバーシティ ･アイデンティティの略語です。

大学が自らのアイデンティティを確立し、それを学内外に表
明することで、社会における役割や個性を明確にし、正しい認
知を促し、良いイメージを訴求する一連の活動を指します。

ＵＩはシンボルやロゴタイプなどの視覚的な要素と、運営
方針や戦略といった目に見えない要素から成り立っていま
す。これらは言わば車の両輪であり、歩調を合わせて展開し
ていく必要があります。近年では、目に見えない要素を視覚
化することによって、メッセージを的確に伝え、学内外のコ
ミュニケーションを活性化させることを目的に、多くの大学
でさまざまな取組が行われています。

・ＵＩデザインマニュアル（日・英）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publicity/logo/index_
manual
https://www.kyushu-u.ac.jp/en/university/publicity/logo/index_
manual

1．シンボルロゴ
シンボルロゴは、「ロゴタイプの明確さ」、「使いやすさ」、「国

際性」のコンセプトや、学内外750人以上に行ったアンケート
調査の結果などを基に作成されました。シンボルロゴには7
つのタイプがあり、九州大学が発信するさまざまな媒体で使
用しています。（原則としてシンボルのみの使用はせず、常に
７タイプのいずれかを使います。）

【和文英文垂直方向組み合わせ】 【英文垂直方向組み合わせ】 【和文垂直方向組み合わせ】

【和文英文水平方向組み合わせ】 【英文水平方向二段組み合わせ】

【英文水平方向組み合わせ】

【和文水平方向組み合わせ】

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/keisai/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/website_guidelines
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/website_guidelines
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publicity/logo/index_manual
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publicity/logo/index_manual
https://www.kyushu-u.ac.jp/en/university/publicity/logo/index_manual
https://www.kyushu-u.ac.jp/en/university/publicity/logo/index_manual
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SSO-KIDを有する人は九州大学Webサイトより使用申請
ができます。

なお、九州大学の教職員・学生、同窓会、後援会等並びにそ
の関係者のシンボルロゴ使用については、原則として認めて
おりますが、商業目的の使用は許可しておりせん。例外的に
使用する際には別途契約を必要とします。

・シンボルロゴ･ＵＩ名刺について
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publicity/logo/

・シンボルロゴ使用申請ページ（学生・教職員限定）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/internal/public-relations/ui/

2．ＵＩ名刺
【ＵＩ名刺の作成について】
本学の教職員が大学の業務上使用する名刺については、「九

州大学シンボルロゴ」を使用したもの（ＵＩマニュアルに基づ
くもの。以下「ＵＩ名刺」という。）であれば大学経費で作成す
ることができます。大学経費による名刺作成の申し込みは、
九州大学Webサイトの発注依頼ページからのみ受け付けま
す。それ以外の方法での発注依頼は受け付けません。

経費負担の対象者は、本学の教職員を原則とします。ただ
し、事務補佐員、派遣職員などで本学の業務上名刺を使用する
必要がある場合は、使用者の業務等を所属組織で勘案の上、作
成することができます。

なお、ＵＩマニュアルに基づかない名刺や大学の業務に関
係のない情報が記載されたもの及び指定の印刷業者（1社）以
外へ発注されたものについては、大学経費による作成はでき
ません。

【ＵＩ名刺の使用について】
大学経費で作成したＵＩ名刺は、大学の業務（教育・研究、

社会貢献、広報、管理・運営など）に限って使用することがで
きます。

・ＵＩ名刺発注依頼ページ（教職員限定）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/ui_card/
ui_card_forms/

Photo Archives
Photo Archivesは、ブランディングによるレピュテー

ション向上のための取組みの一つとして、教職員が情報発
信する際に利用可能な本学の写真を提供するものです。な
お、写真は、ダウンロード可能（教職員限定）ですので、各種
業務（学内向け資料作成、学会での発表資料及びWebサイ
ト作成等）における広報コンテンツとして、「写真ご利用上
の注意」をご確認の上、積極的にご利用ください。

・Photo Archives（教職員限定）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/internal/photos/

大学紹介動画
大学紹介動画は、本学の魅力発信によるレピュテーション

向上のための取組みの一つとして、テーマ毎に公開していま
す。なお、動画は、ダウンロード可能（教職員限定）ですので、
各種業務（学外者の訪問対応及び学会等）における広報コンテ
ンツとして、積極的にご利用ください。

・大学紹介動画（日・英）　※ダウンロード（教職員限定）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publicity/movie/
https://www.kyushu-u.ac.jp/en/university/publicity/movie/

◆お問い合わせ先

九州大学広報室	 � Tel :092-802-2130
	 � 内線:90-2130
	 E-mail： koho@jimu.kyushu-u.ac.jp

研究成果プレスリリースに関する問い合わせ先
	 � 内線:90-2132/2136
	 E-mail： r-press@jimu.kyushu-u.ac.jp

海外発信に関する問い合わせ先
	 E-mail： sysintlkh@jimu.kyushu-u.ac.jp

写真の提供・バーチャル背景・UI ロゴ等に対する問い合わせ先
	 � 内線：90-7009
	 E-mail： syswebkoho@jimu.kyushu-u.ac.jp

　※ＵＩ名刺の発注・注文については所属部局の用度担当係へ。

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publicity/logo/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/internal/public-relations/ui/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/ui_card/ui_card_forms/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/Qdai-only/public-relations/ui_card/ui_card_forms/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/internal/photos/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publicity/movie/
https://www.kyushu-u.ac.jp/en/university/publicity/movie/
mailto:koho%40jimu.kyushu-u.ac.jp?subject=
mailto:r-press%40jimu.kyushu-u.ac.jp?subject=
mailto:sysintlkh%40jimu.kyushu-u.ac.jp?subject=
mailto:syswebkoho%40jimu.kyushu-u.ac.jp?subject=

